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○ 本部会は、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計のため、昨年３月に検討開始、５月に「基本的考え方」をとりまとめ。
○ その後「経済財政改革の基本方針2008」の「保育サービスの規制改革について平成20年内に結論」等、各方面より様々な指摘。
○ 「基本的考え方」やこうした指摘も踏まえ 本部会は９月に検討を再開 制度の具体化に向け 保育を中心に １３回に渡り議論。○ 「基本的考え方」やこうした指摘も踏まえ、本部会は９月に検討を再開、制度の具体化に向け、保育を中心に、１３回に渡り議論。

今後の新たな制度体系の詳細設計に向け、保育を中心に議論の中間的なとりまとめを行うもの。

(1)(1) これまでの保育制度が果たしてきた役割これまでの保育制度が果たしてきた役割

１１ これからの保育制度のあり方についてこれからの保育制度のあり方について
(1)(1) これまでの保育制度が果たしてきた役割これまでの保育制度が果たしてきた役割
○ 現在の保育制度は､昭和20年代、女性の雇用労働者としての就労が一般的でなかった当時、特に支援を要する「保育に欠け

る」子どものために骨格がつくられた。その後、関係者の尽力により、家庭の状況等に関わらず子どもの健やかな育ちを支援。

○ 平成９年に、従来の措置制度を一部見直し、市町村が利用者の希望を勘案して入所決定する制度へ。
しかしながら 待機児童の解消や地域の保育機能の維持など 近年の社会環境の変化による課題に対応しきれていない現状

(2)(2) 検討に際しての前提検討に際しての前提
○ ｢基本的考え方｣に基づき､すべての子どもの健やかな育ちの支援を基本に置くこと、保育の公的性格・特性を踏まえること､人口

減少地域等を含めた保育機能の維持、選択できるだけの｢質｣の確保された｢量｣の保障・財源確保が不可欠であること等を前提。

しかしながら、待機児童の解消や地域の保育機能の維持など、近年の社会環境の変化による課題に対応しきれていない現状。

(3)(3) 保育をとりまく近年の社会環境の変化保育をとりまく近年の社会環境の変化 （検討の背景）（検討の背景）
①① 保育需要の飛躍的増大保育需要の飛躍的増大
ⅰ) 共働き世帯の増加･･･特に支援を要する子どもの措置としての性格から、多くの子育て家庭が広く一般的に利用するサービスへ
ⅱ) 大きな潜在需要･･･未就学児のいる母親の｢就業希望の高さ｣ と現実の｢就業率の低さ｣との大きなギャップ)
→女性の就業率の高まりに対応し、子どもに健やかな育ちを支える環境を保障するためには、スピード感ある抜本的拡充が不可欠。

②② 保育需要の深化・多様化保育需要の深化・多様化
ⅰ) 働き方の多様化･･･子育て期の女性の相当部分はパート等非正規雇用、母親の多くも子どもが小さい間、短時間勤務を希望
ⅱ) 親支援の必要性の高まり･･･子育て環境が変化する中 一人ひとりの親と向き合い 成長を支援する必要性
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ⅱ) 親支援の必要性の高まり 子育て環境が変化する中、 人ひとりの親と向き合い、成長を支援する必要性
ⅲ) すべての子育て家庭への支援の必要性･･･核家族化・地域のつながりの希薄化の中、子育ての孤立感・不安感・負担感が増大

③③ 地域の保育機能の維持地域の保育機能の維持･･･待機児童がいる都市部等の一方、人口減少が進み、地域の保育機能の維持が困難となる地域も。


